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令和７年度　再評価対象箇所一覧表　１０月２９日審議箇所
［県土整備部 河川課］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (R7.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

14,369 8,272 57.6%

8.20km 4.13km 67.7% 1,619 1,467 90.6%

12,750 6,805 53.4%

24,441 10,784 44.1%

12.2km 8.8km 72.1% 3,417 1,800 52.7%

21,024 8,984 42.7%

4,000 888 22.2%

6.2km 0.0km 0.0% 680 405 59.5%

3,320 483 14.5%

1,379 972 70.5%

1.63km 0.93km 70.5% 293 223 76.1%

1,087 749 69.0%

前回
再評価
R2

―
・市街化の進行
・事業継続・早
期完了を希望

ナガエミクリ等
の沈水植物の
生息環境の保
全

建設発生土
の有効利用

3.9
(4.1)

継続

継続
前回
再評価
R2

1
広域河川
改修事業

一級河川
水門川

大垣市、神戸町 S36 R20 64

・新五流域総合
治水対策プラン
・牧田川圏域河
川整備計画

・新五流域総合
治水対策プラン
・牧田川圏域河
川整備計画

―

・東海環状自動
車道や企業立
地の増加
・事業継続・早
期完了を希望

・水際部の勾配
をなだらかに
し、ゲンジボタ
ルの幼虫に配
慮

建設発生土
の有効利用

17.4
(24.2)

1.0
(1.1)

継続
前回
再評価
R2

2

広域河川
改修事業
大規模特定
河川事業

一級河川
杭瀬川

大垣市、池田
町、神戸町

S25 R20 76

38

・新五流域総合
治水対策プラン
・木曽川上流圏
域河川整備計
画

―

・土地区画整理
事業との一体
整備
・事業継続・早
期完了を希望

・多段式落差
工を採用
・護岸にポー
ラスブロックを
活用

建設発生土
の有効利用

4
総合流域
防災事業

一級河川
千旦林川

中津川市 S63 R11

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

事業費縮減番号 事業名
路線・地区
・河川名等

実施箇所
（市町村名）

関連事業の
進捗状況

実施済み額

採択
年度

完了
予定
年度

全体事業費

全体事業量
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事
項

環境との調和
への配慮事
項

事   業
実施率

進捗率事　業　概　要

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

実施済事業量

3
総合流域
防災事業

一級河川
小里川

恵那市 H27 R20
4.7
(3.5)

継続
前回
再評価
R2

10

・新五流域総合
治水対策プラン
・土岐川圏域河
川整備計画

―

・宅地化の進
行、観光客が
増加傾向
・事業継続・早
期完了を希望

・水生生物の
住処確保の
ため、取り壊
した既設石積
の石を河道内
に残した

建設発生土
の有効利用

-
 
1
 
-



令和７年度 再評価対象地区に係る事業制度・ 費用対効果の分析について
課名   河川課      

   ○  
  事 

  業 

  制 

  度 

に

つ

い

て

 事 業 名広域河川改修事業 

 事業目的一級河川において、一定の計画に基づき施行される改良工事 

 採択基準

①  総事業費が概ね12 億円以上のもので、次のいずれかの要件に該当する
もの

①－１ 改良工事によって洪水被害が防止される区域内の農耕地が200ha
以上であるもの、宅地が20ha以上であるもの、家屋が200 戸以上あるもの

又は農耕地が100ha 以上であって、かつ、宅地が10ha 以上若しくは家屋が

100 戸以上であるもの

①－２ 改良工事による費用便益比が１以上であるもの
 概      要

(メニュー)

・ 掘削工、護岸工、築堤工等 

○  
費 

用 

対 

効 

果 

の

分 

析 

に

つ

い

て

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C

＊ 

効

 果

の

 項

 目

う

ち

貨

幣

換

算

す

る

項

目

》

Ｂ

《

・ 家屋資産 

床面積に家屋１㎡当たり評価額を乗じ家屋資産額を算定 

・ 家庭用品資産 

  世帯数に１世帯当たり家庭用品評価額を乗じ、家庭用品資産額を算定 

・ 事業所資産（ 償却・ 在庫資産）  

  産業分類ごとに、従業者数に１人当たり償却資産及び在庫資産評価額を乗
じ、事業所償却・ 在庫資産を算定 

・ 農漁家資産（ 償却・ 在庫資産）  

  農漁家世帯数に１戸当たりの償却資産評価額及び在庫資産評価額を乗じ、
農漁家償却資産額及び在庫資産額を算定 

・ 農作物資産（ 水田・ 畑）  

水田面積、畑面積に平年収量及び農作物価格を乗じ農作物資産額を算定 

・ 公共土木施設 

一般資産被害額に施設等に応じた比率を乗じ、公共土木施設等の被害額を
算定 

そ

の

他

項

目

費

用

》

Ｃ

《

の

算

定

・ 事業費と維持管理費の総費用

・ 事業費とは、工事費、用地費、補償費、附帯工事費等

・ 維持管理費は、毎年定常的に支出される除草等の費用

・ 評価対象期間は、施設完成後から５０年間

・ 社会的割引率４％で現在価値化して評価 

費

用

便

益

比

の

基

準

・ 費用便益比が１．０以上 
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令和７年度 再評価対象地区に係る事業制度・ 費用対効果の分析について
課名   河川課      

   ○  
  事 

  業 

  制 

  度 

に

つ

い

て

 事 業 名総合流域防災事業（ 河川事業）  

 事業目的流域一体となった、総合的な防災対策を施行される改良工事 

 採択基準

一事業の総事業費が100 億円未満で、流域面積が100km2未満かつ想定氾 

濫区域内人口が1万人未満である指定区間内の一級河川に係る河川改修、

宅地等の嵩上げ、流域における調節池、移動式排水施設、輪中堤等の整備

 概      要

(メニュー)

・ 築堤工、掘削工、護岸工等 

○  
費 

用 

対 

効 

果 

の

分 

析 

に

つ

い

て

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C

＊ 

効

 果

の

 項

 目

う

ち

貨

幣

換

算

す

る

項

目

》

Ｂ

《

・ 家屋資産 

床面積に家屋１㎡当たり評価額を乗じ家屋資産額を算定 

・ 家庭用品資産 

  世帯数に１世帯当たり家庭用品評価額を乗じ、家庭用品資産額を算定 

・ 事業所資産（ 償却・ 在庫資産）  

  産業分類ごとに、従業者数に１人当たり償却資産及び在庫資産評価額を乗
じ、事業所償却・ 在庫資産を算定 

・ 農漁家資産（ 償却・ 在庫資産）  

  農漁家世帯数に１戸当たりの償却資産評価額及び在庫資産評価額を乗じ、
農漁家償却資産額及び在庫資産額を算定 

・ 農作物資産（ 水田・ 畑）  

水田面積、畑面積に平年収量及び農作物価格を乗じ農作物資産額を算定 

・ 公共土木施設 

一般資産被害額との比率や単位面積当たり被害額を用いて公共土木施設等
の被害額を算定 

・ 間接被害（ 営業停止損失、家庭・ 事業所、国・ 地方公共団体における応急対
策費用）  

そ
の

他

項

目

費

用

》

Ｃ

《

の

算

定

・ 事業費と維持管理費の総費用

・ 事業費とは、工事費、用地費、補償費、附帯工事費等

・ 維持管理費は、毎年定常的に支出される除草等の費用

・ 評価対象期間は、施設完成後から５０年間

・ 社会的割引率４％で現在価値化して評価 

費

用

便

益

比

の

基

準

・ 費用便益比が１．０以上 

- 3 -



令和７年度 再評価実施箇所（ 附図）
担当課〔  河川課 〕  

番 号 １  
事 業 名 

( 路線･河川名等)

広域河川改修事業・ 大規模特定河川事業

（ 木曽川水系 杭瀬川）  

事業実施

箇 所
大垣市、池田町、神戸町 事業主体 岐阜県 

採択年度 昭和２５年度 完了予定年度 令和２０年度 

再評価の実施基準 再評価を実施した後、５年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

杭瀬川では、上流の池田町（ 東川合流点付近）等で平成14年、16年、令和6年と浸水被害

が発生している。このため、河床掘削や護岸工の整備等を進め、浸水被害の解消を図る。

事業概要

 全体延長 L=8. 2km（ 7. 6km(杭瀬川)、 0. 6km（ 東川） ）  

【 築堤、河道拡幅、護岸工、橋梁架替等】  

概 要図

杭瀬川 

東川 

②   R6. 8洪水浸水状況

東川 
凡例

流域界
市町村界
対象河川
事業区間
河川
高速道路
国道
JR線
養老鉄道
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令和7年度 再評価実施箇所（ 附図）
担当課〔  河川課 〕  

番 号 ２  
事 業 名 

( 路線･河川名等)
広域河川改修事業（ 木曽川水系 水門川）  

事業実施

箇 所
大垣市 事業主体 岐阜県 

採択年度 昭和３６年度 完了予定年度 令和２０年度 

再評価の実施基準 再評価を実施した後、５年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

水門川では、近年はＪ Ｒ東海道本線上流で平成１４年、平成１６年、平成２５年、平成

２７年、平成２９年、令和４年、令和６年と浸水被害が頻発している。  

このため、河道整備のほか、調節池等の計画高水流量の低減対策を含めた治水対策を実

施し、浸水被害の解消を図る。  

事業概要

 全体延長 L=約12. 2km 【 河道拡幅、橋梁架け替え、放水路、洪水調節池等】  

概 要図

② R6. 8洪水浸水状況（ 大垣市八島町地内）

広
域
河
川
改
修
事
業
水
門
川

Ｌ
＝
約
１
２
.
２
k
m
（
事
業
区
間
）

神戸町

大垣市

大垣駅

大垣西I C

大垣I C

凡例 

流域界 事業区間

主要道路 高速道路

鉄道   

加納川

洪水調節池

① 改修区間（ 大垣市林町地内）
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令和７年度 再評価実施箇所（ 附図）
担当課〔  河川課 〕  

番 号 ３  
事 業 名 

( 路線･河川名等)
総合流域防災事業（ 庄内川水系 小里川）  

事業実施

箇 所
恵那市 事業主体 岐阜県 

採択年度 平成２７年度 完了予定年度 令和２０年度 

再評価の実施基準 再評価を実施した後、５年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

恵那市山岡町の街中を流れる小里川では、平成元年9月豪雨で床上46戸、床下96戸の甚

大な浸水被害が発生し、平成25年9月豪雨でも7. 1haの浸水被害が発生している。このため

、河川改修を早急に実施し、概ね20年に1度の洪水（ 平成元年9月豪雨と同規模） を安全に

流下させることにより、浸水被害の解消を図る。  

事業概要

 全体延長 L=約6. 2km 【 河道拡幅掘削、護岸工等】  

概 要 図

① 改修区間（恵那市山岡町地内） ② R3.8豪雨 浸水状況 
（恵那市山岡町地内） 
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令和７年度 再評価実施箇所（ 附図）
担当課〔  河川課 〕  

番 号 ４  
事 業 名 

( 路線･河川名等)
総合流域防災事業（ 木曽川水系 千旦林川）  

事業実施

箇 所
中津川市 事業主体 岐阜県 

採択年度 昭和６３年度 完了予定年度 令和１１年度 

再評価の実施基準 再評価を実施した後、５年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

千旦林川では、昭和50年、 58年、平成11年と浸水被害が発生している。また、令和9年

以降に開業予定のリニア中央新幹線岐阜県駅の建設予定地に隣接しており、駅周辺は中津

川市土地区画整理事業にて開発されている。このため、河道拡幅等により浸水被害の解消

を図るとともに、親水空間・ 散策路を整備する等まちづく りと一体となった河川整備を実

施する。  

事業概要

 全体延長 L=1, 630m【 河道拡幅、護岸工、樋管工、落差工】  

概 要 図
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令和７年度第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 
費用対効果分析資料 

■事業名 
【 河川事業】 広域河川改修事業・ 大規模特定河川事業 杭瀬川

■事業内容 
河川改修（ 築堤、河道掘削、護岸工、橋梁架替等）

■費用対効果分析結果 

区分 
前回(参考) 今回 

参考 
前回 

(基準年： R2) （ 基準年： R7） (基準年： R2)

社会的割引率 4％ 4％ 2％ 1％ 4％ 

事業期間 S25～R20 S25～R20 H21～R20

費用 

（ 百万円）

事業費 99, 382 133, 484 76, 449 74, 605 6, 446

維持管理費 5, 998 8, 065 6, 123 6, 658 745

合計（ C）  105, 380 141, 550 82, 572 81, 264 7, 191

効果 

（ 百万円）

直接被害 2, 409, 899 2, 333, 002 2, 156, 921 2, 469, 572 － 

(一般資産被害) 1, 241, 409 1, 195, 482 1, 105255 1, 265, 464 － 

(農作物被害) 7, 807 6, 168 5, 703 6, 529 － 

(公共土木施設等被害) 1, 160, 684 1, 131, 351 1, 045, 964 1, 197579 － 

間接被害 145, 169 136, 891 126, 559 144, 904 － 

残存価値 10 12 181 516 － 

合計（ B）  2, 555, 078 2, 469, 905 2, 283, 662 2, 614, 992 546, 921

費用便益比分析結果（ B/C） 24. 2 17. 4 27. 7 32. 2 76. 1
※上記の事業費は、国のマニュアルに基づき社会的割引率を用いて現在価値に換算しているため、実際の事業費と異なる。 
前回評価では事業期間を（ １） 河川整備計画期間としていたが、今回評価では（ ２） 事業着手以降の全体期間としている。 

（ １） に基づく費用便益比を【 前回】 として記載し、今回評価と比較するための（ ２） に基づく費用便益比を【 前回（ 参考）】 と記載している。 

■費用対効果分析の分析方法 
・ 治水経済調査マニュアル（ 案）【 令和7年7月】  国土交通省 水管理・ 国土保全局 

■費用対効果分析結果の概要 
【 費用の主な変化要因】  

（ 事業費）  

・ 本事業の橋りょう架替に必要な資材（ コンクリート、桁等） 価格等により、事業費を増額 

【 15億円： 約111 →億円 約126億円】  

・事業区間に杭瀬川の改修により影響を受ける東川合流点付近を事業区間に追加したことに伴い、

事業費を増額【 18億円： 約126 →億円 約144億円】  

・ 治水経済調査マニュアルの改定により、事業費に含まれる工事諸費を除外したことによる減額

【 約2億円： 約144 →億円 約142億円】  

（ 現在価値化した事業費）  

・ 上記に加え、基準年が変更（ R2→ R7） となったことにより、現在価値化後の事業費が増加 
【 351億円： 約994 →億円 約1, 345億円】  
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【 効果の主な変化要因】  

（ 便益）  

・ 各種資産単価およびデフレーターの変更（ R2→ R7） により、一般資産被害額が減少 
【 ▲約400億円： 約1. 24 →兆円 約1. 20兆円】  

（ 現在価値化した便益）  

・ 上記に加え、年平均被害軽減期待額の減少等により、現在価値化後の便益が減少 

【 ▲約850億円： 約2. 56 →兆円 約2. 47兆円】  

【 B/Cの変化】  

・事業費増額による費用の増加、各種資産単価およびデフレーターの変更により便益は減少し、

費用便益比（ B/C） は、前回の24. 2から 17. 4に減少するが、事業効果が確保される見通しで

ある。 
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令和７年度第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 
費用対効果分析資料 

■事業名 
【 河川事業】  広域河川改修事業 水門川

■事業内容 
河川改修（ 河道拡幅、橋梁架替、放水路、洪水調節池等）

■費用対効果分析結果 

区分 
前回(参考） 今回 

参考 
前回 

(基準年： R2) (基準年： R7) (基準年： R2)

社会的割引率 4％ 4％ 2％ 1％ 4％ 

事業期間 S36～R20 S36～R20 H21～R20

費用 

(百万円)

事業費 71, 299 97, 663 59, 963 59, 231 8, 155

維持管理費 8, 710 11, 894 10, 441 11, 664 993

合計（ C) 80, 009 109, 557 70, 404 70, 894 9, 148

効果 

(百万

円）  

直接被害 296, 460 388, 714 333, 321 369, 228 -

(一般資産被害) 169, 419 222, 565 190, 849 211, 408 -

(農作物被害) 0 14 13 14 -

(公共土木施設等被害) 127, 041 166, 135 142, 459 157, 806 -

間接被害 29, 796 39, 883 33, 829 37, 276 -

残存価値 70 76 918 3, 240 139

合計（ B) 326, 325 428, 673 368, 068 409, 744 39, 045

費用対効果分析結果（ B/C) 4. 1 3. 9 5. 2 5. 8 4. 3

※上記の事業費は、国のマニュアルに基づき社会的割引率を用いて現在価値に換算しているため、実際の事業費と異なる。 
※前回評価では事業期間を（ １） 河川整備計画期間としていたが、今回評価では（ ２） 事業着手以降の全体期間としている。  
（ １） に基づく費用便益比を【 前回】 として記載し、今回評価と比較するための（ ２） に基づく費用便益比を【 前回（ 参考）】 と記載している。 

■費用対効果分析の分析方法 
・ 治水経済調査マニュアル（ 案)【 令和7年7月】  国土交通省 水管理・ 国土保全局

■費用対効果分析結果の概要 
【 費用の主な変化要因】  

（ 事業費)

・ 放水路整備の設計の深度化、河道改修に必要な予算の精査により、事業費を増額 

【 67億円： 約176 →億円 約244億円】  

（ 現在価値化した事業費)

・ 上記に加え、基準年が変更（ R2→ R7） となったことにより、現在価値化後の事業費が増加 
【 296億円： 約800 →億円 約1, 096億円】  

【 効果の主な変化要因】  

（ 便益）  

・ 各種資産単価およびデフレーターの変更（ R2→ R7） により、一般資産被害額等が増加 
【 532億円： 約1, 694 →億円 約2, 226億円】  
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（ 現在価値化した事業費)

・ 上記に加え、年平均被害軽減期待額の増加等により、現在価値化後の便益が増加 

【 1, 024億円： 3, 263 →億円 4, 287億円】

【 B/Cの変化】  

・ 一般資産被害額等の増加により便益が増加する一方で、事業費を増額したことにより費用は増

加し、費用便益比（ B/C）は、前回の4. 1から 3. 9に減少するが、事業効果が確保される見通し

である。 

- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



令和７年度第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 
費用対効果分析資料 

■事業名 
【 河川事業】  総合流域防災事業 小里川

■事業内容 
河川改修（ 河道掘削、護岸工、橋梁工、堰改築等）

■費用対効果分析結果 
区分 前回 

（基準年：Ｒ２）

今回 
（基準年：Ｒ７）

参考 

社会的割引率 4% 4% 2% 1%

事業期間 H27～R20 H27～R20

費用 
（ 百万

円）

事業費 2, 733 3, 376 3, 650 3, 809

維持管理費 323 362 587 781

合計（ Ｃ）  3, 056 3, 738 4, 237 4, 590

効果 
（ 百万

円）

直接被害 10, 173 16, 774 26, 901 35, 590

（ 一般資産被害） 4, 385 8, 367 13, 536 18, 020

（ 農作物被害） 45 35 56 75

（ 公共土木施設等被害） 5, 741 8, 373 13, 546 18, 033

間接被害 534 642 1, 039 1, 383

残存価値 78 91 328 628

合計（ Ｂ）  10, 785 17, 507 28, 505 38, 138

費用便益比分析結果（Ｂ/Ｃ） 3. 5 4. 7 6. 7 8. 3

※上記の事業費は、国のマニュアルに基づき社会的割引率を用いて現在価値に換算しているため、実際の事業費と異なる。 

■費用対効果分析の分析方法 
・ 治水経済調査マニュアル（ 案）【 令和7年7月】  国土交通省 水資源・ 国土保全局

■費用対効果分析結果の概要 
【 費用の主な変化要因】  

（ 事業費）  

・ 事業費の変更はなし

（ 現在価値化した事業費）  

・ 基準年が変更（ R2→ R7） となったことにより、現在価値化後の事業費が増加 
【 7億円： 約30 →億円 約37億円】  

【 効果の主な変化要因】  

（ 便益）  

・ 各種資産単価およびデフレーターの変更（ R2→ R7） により、一般資産被害額等が増加 
【 40億円： 約44 →億円 約84億円】  

（ 現在価値化した便益）  

・ 上記に加え、年平均被害軽減期待額の増加等により、現在価値化後の便益が増加 

【 67億円： 約108 →億円 約175億円】  

【 B/Cの変化】  

・ 一般資産被害額等の増加により便益が増加することにより、費用便益比（ B/C） は、前回の

3. 5から4. 7に増加し、事業効果が確保される見通しである。
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令和７年度第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 
費用対効果分析資料 

■事業名 
【 河川事業】  総合流域防災事業 千旦林川

■事業内容 
河川改修（ 河道掘削工、護岸工、樋管工、落差工）

■費用対効果分析結果 

区分 
前回 今回 

参考 
（ 基準年： R2） （ 基準年： R7）

社会的割引率 4% 4% 2% 1%

事業期間 S63～R11 S63～R11

費用

（ 百万円）

事業費 2, 240 2, 913 2, 925 2, 932

維持管理費 263 281 350 406

合計（ C）  2, 503 3, 194 3, 275 3, 338

効果

（ 百万円）

直接被害 2, 691 3, 153 3, 928 4, 554

（ 一般資産被害） 727 776 967 1, 121

（ 農作物被害） 21 22 27 32

（ 公共土木施設等被害） 1, 943 2, 355 2, 934 3, 401

間接被害 196 162 244 282

残存価値 17 16 95 236

合計（ B）  2, 833 3, 331 4, 267 5, 072

費用対効果分析結果（ B/C） 1. 13 1. 04 1. 3 1. 5

※上記の事業費は、国のマニュアルに基づき社会的割引率を用いて現在価値に換算しているため、実際の事業費と異なる。 

■費用対効果分析の分析方法 
・ 治水経済調査マニュアル（ 案）【 令和7年7月】  国土交通省 水管理・ 国土保全局

■費用対効果分析結果の概要 
【 費用の主な変化要因】  

（ 事業費）  

・ 治水経済調査マニュアルの改定により、事業費に含まれる工事諸費を除外したことによる減

額【 0. 2億円： 約13. 8 →億円 約13. 6億円】  

（ 現在価値化した事業費）  

・ 基準年が変更（ R2→ R7） となったことにより、現在価値化後の事業費が増加 
【 7億円： 約25 →億円 約32億円】  

【 効果の主な変化要因】  

（ 便益）  

・ 各種資産単価およびデフレーターの変更（ R2→ R7） により、一般資産被害額等が増加
【 0. 02億円： 0. 74 →億円 0. 76億円】

（ 現在価値化した便益）  

・ 上記に加え、平均被害軽減期待額の増加等により、現在価値化後の便益が増加 

【 6億円： 28 →億円 34億円】
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【 B/Cの変化】  

・ 各種資産単価およびデフレーターの変更、治水経済マニュアルの改定により事業費を減額す

ることにより便益は増加するが、費用・ 便益の現在価値化により費用のほうが増加すること

により、費用便益比（ B/C） は、前回の1. 13から 1. 04に減少するが、事業効果が確保される

見通しである。
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